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４月の主な行事予定 

２・１６日（水） ― 移動図書館 １４：００～１４：４０    

１１日（金） ― 人権のつどい日 １９：３０～２１：００ 

ＤＶＤ「桃花の自由帳」の視聴・話合い 

月２回（木） － 絵本・紙芝居 お話し会 

泉川小学校放課後児童クラブ 
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瀬戸会館だより 

平成２６年４月号 

新居浜市瀬戸会館

〒792－0821 

新居浜市瀬戸町7－30 

E-mail 

seto@city.niihama. 

ehime.jp 

℡０８９７ 

４１－５８５９

（FAX兼用） 

４月公演 

回転木馬 

おはなし会 

４月１５日 

火曜日予定   

１０：３０～１１：３０  

瀬戸児童館 

人権のつどい日 新居浜市人権擁護課 

 毎月１１日の１９時３０分より瀬

戸会館で人権に関するさまざまな講

演や学習会を行っています。 

気軽にご参加ください。 

３月２０日(木)１９時からゆめじゅく会総会が瀬戸会館Ａ会議室で開かれた。議事では平成２５年度の

活動報告から始まり、「であい展」、夏まつり、年末大掃除、資源ごみの回収などを取り上げ、地元自治会

との協力体制を含めて総括をした。その後会計報告と会計監査報告があった。続いて平成２６年度の活動

計画案と予算案が提出され、審議、可決された。また会則の一部改正案も了承された。最後に新年度役員

の提案があり、会長小野博さんの留任、副会長に詩吟の丹真忠さん、地元連合自治会の盛川節子さんの就

任が承認されて総会を閉じた。 

予定を上回る出席者で順調に審議が進み、皆さんお世話になりました。 

３月２４日（月）１０：００～ 

泉川小学校 卒業生 ８１名 

ご卒業 おめでとう！！（小・中学校卒業式に参加して） 

両校の卒業式に参加し、私も自分のそれぞれの卒業当時を思いおこして、子どもたちが同じ喜

びにひたり、同じ感激にあふれ、同じ希望に燃えていることを想像し、感動しました。 

卒業生の皆さん、勉強、スポーツ、地域行事に良く頑張りましたね。 

空よりも高く、旅立ちの日の思いを忘れず、夢をめざして努力してください。 

３月１７日（月）９：１５～ 

泉川中学校 卒業生 ９３名 
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人権あらかると 

６月の行事予定              

◎移動図書館  ６月２・１６・３０（水）１４：００～１４：４０ 

◎「人権のつどい日」  ６月１１日（日）１８：００ 

 瀬戸会館駐車場集合 車で現地へ 今治市玉川町公民館 

玉川同士会（うづしお会）との交流会 

「人権のつどい日」にひろう 

 

 

いじめはいつ始まるか 

  藤川大祐（千葉大学教授） 

 いじめは一般的に、最初は大人の見えないところで始まります。

教師のいなくなった休み時間の教室、放課後等で、加害者たちは教

師に見つからないように被害者を攻撃します。当然、学校外でも保

護者に見つからないように攻撃がなされます。 

 いじめを進めている子どもたちは、大人が見ている前でも、被害

者を攻撃することがあります。大人の前で攻撃して、大人の反応を

見ようとするわけです。これについて「観測気球を上げる」という

言い方をする教師もいます。この段階で、大人はいじめ発生の兆候

に気づくことが可能です。 

 たとえば、教師の見ている前で、加害者たちが被害者をからかう

ことがあります。悪い意味合いのニックネームで呼ぶこともありま

す。近くにいるのをあからさまに避けることもあります。こうした

行為が、加害者たちによる「観測気球」です。この「観測気球」に

対して適切に対応できるかどうかが、初期対応の適否を分けます。 

 たとえば、ある日の授業で特定の子どもが発言したところ、数名

の子どもたちが発言した子どもを「すげ～」などと冷やかしたとし

ます。これだけでいじめと断定することはできないでしょうが、冷

やかしの裏でいじめが進んでいるのかもしれません。 

 ここで重要なことは、教師は冷やかしのような他者への攻撃とな

りうる行為を否定し、こうした行為を今後は許さないことを伝える

ことが必要です。 

 藤川大祐『いじめで子どもが壊れる前に』（角川ＯＮＥテーマ２１）より 

 少林寺拳法     原 英彦さん 

   月・水・金曜日の１９時から子どもを含め２０人を超えるメ

ンバーが声をそろえて躍動する。 

 詩 吟       伊藤トシ子さん 

   火曜日の１０時からと水曜日の夜１回、８人前後で美声を響

かせる。 

 ピンポン教室    伊藤トシ子さん 

   月曜日と金曜日の午後、２台の卓球台で８人くらいが順次球

を追う。元若者もガンバル！ 

トールペイント   岡崎恵美子さん 

   白木の小物や布に水性アクリル絵の具で作品をえがく。月２

回、月・木曜日の１０時から５～６人でアットホームな雰囲気で。 

 囲碁教室      石井和夫さん 

  小部屋で４～５人が２台の碁盤を囲み、思わず戦況を口走りな

がら石を置く。木と土の午後。 

サークル・教室の紹介 
 

手芸教室「照」   高橋照子さん 

  パッチワークで小物から大きな物までさまざまな作品をつ

くる。第２第４の金曜日午前中。 

篆刻教室       小野 博さん 

  「篆」という書体の漢字を石に刻んで印章（はんこ）をつ

くる教室。第２第４土曜日の１３時３０分から。彫刻刀の刃

先に精神集中 

レインボー体操Ａ 

  大きなバルーンを用いて軽快に運動。木曜日の１４時から１

時間、毎回１６人ほどが参加している。 

紙バンド教室    竹内宏江さん 

  紙製のうすい帯状の紐を材料にして、バッグや小物入れなど

をつくる。木曜日の午後。 

 3月 11日（火）は新居浜市役所地域福祉課の伊達忠

幸さんによる講演『障がい者の人権について』を聴い

た。障がい者はこれまでどう見られてきたか―行政の

立場からは「救貧」の対象であり、精神障がい者は「治

安取り締まり」の対象だった、と。戦後になっても施

設への「入所」、病院へ「収容」するという、社会か

ら『隔離』するという考え方だったという。障がい児

についても学校教育法が制定されるまでは教育の対

象にもされていなかった。また、平成 18 年に国連で

「障がいのある人の権利条例」が採択されたが、日本

は単なる署名にとどまり、批准できなかった。平成

25 年に国会で「障がい者差別解消法」が成立したこ

とをもって国連で批准（国家として最終的に同意する

手続き）が認められたのは、なんと今年の 1月だった。 

 障がい者虐待は家庭、学校、職場、福祉施設、病院

などで多く発生しているが、被害者が正確に内容を証

言できないためか発覚しているのはわずかにすぎな

いとか。伊達さんは、虐待に気づいたら速やかに「新

居浜市障がい者虐待防止センター（まさき育成園ＴＥ

Ｌ４１－６１９１）」へ通報してほしいと語った。そ

れは、この通報が家庭やそれぞれの施設などがかかえ

ている問題の解決につながり、「虐待される人」「虐待

してしまう人」の両方を救うことにもなるのだから、

と。 

現在瀬戸会館で活動しているサークルや教室を簡単に紹介
します。よろしければ、チョットのぞいてみて、参加してみま
せんか。サークル名の次は指導者あるいは代表者名です。 

 


